
令和令和令和令和８８８８年度年度年度年度    岡崎市立北中学校岡崎市立北中学校岡崎市立北中学校岡崎市立北中学校    部活動に係る活動方針部活動に係る活動方針部活動に係る活動方針部活動に係る活動方針    

 

１１１１        本校の現状本校の現状本校の現状本校の現状    

・意欲的に部活動に参加している生徒が多く、運動部、文化部ともに上位のレベルの大会やコン

クールに出場している。 

・保護者からの理解を得て活動しており、教育活動診断において、９割近くの保護者が「子供は

部活動に積極的に参加している」と回答している。 

・最終下校時刻は、日没時刻までに帰宅できるように配慮している。 

・学期中の平日は、原則月曜日・木曜日を休みとして２日以上の休養日を設けている。また、休

日の活動については、土日のいずれかを休みとしている。 

・令和４年度まで原則全ての生徒が部活動に入部することを推奨していたが、令和４年度より入

部を選択制とし、生徒が時間をより自由に使うことができるようにした。教職員については、

全職員がいずれかの部活動の顧問を務めるようにしている。 

・令和７年度の夏より、学校独自の部活動である芸術文化部、メディア部以外の部活動について

は、地域ブロック部活動として活動している。 

 

２２２２        本校における課題本校における課題本校における課題本校における課題    

・学年が上がるにつれて、学力の維持・向上のために塾に通ったり、習い事を通して自分が興味

をもったことに打ち込んだりしている。そのため、中には家族と触れ合う時間や適切な睡眠時

間が確保されない生徒もいる。 

・全ての教職員が顧問を務め、部活動終了後に教材研究や授業準備などを行うことが多い。さら

に、各種大会が土日に開催されているため、教職員の多忙化の一因となっており、休息・余暇

の時間等の確保が十分になされていない現状がある。 

 

３３３３    具体的な活動方針具体的な活動方針具体的な活動方針具体的な活動方針    

 （１）部活動運営について（１）部活動運営について（１）部活動運営について（１）部活動運営について    

・学校は、生徒の成長や学業との両立に配慮した適切な部活動運営を行うため、校長を中心と

する責任ある指導・運営体制の下、学校全体として組織的に指導、運営及び管理していく。 

・校長は、岡崎市教育委員会が策定した部活動ガイドラインの趣旨を踏まえ、実態に応じて部

活動の目標や運営方針を策定し、部活動の組織化を図る。 

・校長は、部活動の運営方針及び活動計画等を組織全体で共有するとともに、学校ホームペー

ジへの掲載等により公表する。 

・顧問は、学校で定めた部活動の目標や運営方針に従い、参加する大会・コンクール等を精選

した上で、年間及び月間等の活動計画を作成し、校長に提出する。 

・顧問は、生徒の安全・安心が確保されるよう、健康管理や安全管理を徹底する。また、スポ

ーツ障害の予防、体罰の根絶に努める。 

・実技指導に加え、教職員の代わりに生徒指導や対外試合の引率等を行うことができる「部活

動指導員」を増員し、教職員の多忙化解消を図る。 

・令和７年度夏から完全実施となった地域ブロック部活動について、生徒や保護者への周知を

行う。 

 

 



（２）活動量（休養日や活動時間等）について（２）活動量（休養日や活動時間等）について（２）活動量（休養日や活動時間等）について（２）活動量（休養日や活動時間等）について    

ア．平日ア．平日ア．平日ア．平日    

・週３日以内の活動日とする。原則月曜日・木曜日を休養日とする。 

・活動時間は、１時間程度を基準とし、１週間を通して、合計４時間程度とする。 

・始業前は、原則として年間を通して活動をしない。 

イ．休日（週休日及び祝日）イ．休日（週休日及び祝日）イ．休日（週休日及び祝日）イ．休日（週休日及び祝日）    

・土曜日、日曜日のいずれかは、原則休業日とする。 

・両日ともに練習日、練習試合としない。 

・活動時間は、３時間程度までとし、長時間〔終日〕練習はしない。 

 ウ．長期休業中ウ．長期休業中ウ．長期休業中ウ．長期休業中    

・土曜日、日曜日については、原則活動しない。 

・活動時間は、３時間程度までとし、長時間〔終日〕練習はしない。 

＜留意点＞＜留意点＞＜留意点＞＜留意点＞    

・練習試合は、原則として愛知県内での実施とし、宿泊はしない。 

・練習試合や大会への参加等により活動時間が長くなる場合には、気象状況や生徒の健康状態を

考慮した範囲内とする。 

・大会等で土日ともに活動した場合には、代替休業日を設定する。 

・日没までに帰宅できるように活動を終え、安全に帰宅できるようにする。 

 

（（（（３３３３））））地域ブロック部活動地域ブロック部活動地域ブロック部活動地域ブロック部活動についてについてについてについて     部活動 拠点校 選手登録 スタメン 留意事項 
Ａ�北中に設置のない部活動
 

アーチェリー 東海中 大会等による ○休日・長期休業中 拠点校で活動する。  ○平日（②は条件整備後、時期は未定）  ①：平日の活動移行前    →北中設置の部活動で活動も可  ②：平日の活動移行後    →拠点校で活動する。 
弓道 額田中 ソフトボール（女） 城北中 １８ ９ ハンドボール（男） 葵中 １５ ７ ハンドボール（女） 美川中 柔道（男） 矢作中 ８ ５ 柔道（女） 矢作中 サッカー 新香山中 ３０ １１ 卓球（男） 岩津中 １０ ６ オーケストラ 城北中 制限なし 合唱 矢作中 Ｂ�北中設置部活動・北中拠点校
 
陸上（男女） 北中 種目別に出場可能 ○平日・休日・長期休業中 北中で活動する。 ソフトテニス（女） 北中 ８ ６ バスケットボール（男女） 北中 １５ ５ 剣道（男女） 北中 ７ ５ 吹奏楽（男女） 北中 制限なし 



Ｃ�北中設置部活動・他校拠点校
 
ソフトテニス（男） 新香山中 ８ ６ ○休日・長期休業中→拠点校で活動する。  ○平日（②は条件整備後、時期は未定）  ①：平日の活動移行前    →北中で活動する。  ②：平日の活動移行後    →拠点校で活動する。 
卓球（女） 岩津中 １０ ６ バレーボール（男女） 新香山中 １２ ６ 野球 岩津中 １８ ９ 

 

４４４４    その他その他その他その他    

（１）保護者及び地域との連携（１）保護者及び地域との連携（１）保護者及び地域との連携（１）保護者及び地域との連携    

・保護者の理解を得るために、顧問は、日頃から保護者と連絡を密にして信頼関係を築くととも

に、指導方針や活動計画を保護者に周知する。 

・部活動指導員に対して、部活動運営方針や学校の教育活動の教育的意義等について十分に理解

を得た上で、適切な指導に当たるよう働きかける。 

（２）安全の確保と緊急時の対応（２）安全の確保と緊急時の対応（２）安全の確保と緊急時の対応（２）安全の確保と緊急時の対応    

・活動場所の施設・設備、道具等について、管理を適切に行うとともに、常にその状態を把握す

る。また、落雷等による事故を避けるため、急激な天候の変化にも迅速に対応する。 

・熱中症を予防するため、高温や多湿時にはＷＢＧＴ値（熱中症指数）にも留意し、十分に水分

や塩分が補給できる休憩時間を確保する。 

・緊急の事態や不測の事態にも対処できるよう、顧問不在の中で活動しない。また、「緊急連絡

体制」を作成し、速やかに管理職、保護者等に第一報が入るようにして、医療機関で受診する

ための道筋を確立させる。 

・事故が発生した後には、速やかに管理職及び顧問によって事故原因を分析し、安全管理と指導

の在り方について点検して、再発防止対策を早急に講ずる。 

（（（（３３３３））））地域ブロック部活動の移動方法について地域ブロック部活動の移動方法について地域ブロック部活動の移動方法について地域ブロック部活動の移動方法について    

 ・休日、長期休業中に拠点校に移動する際、拠点校が自校である場合の登下校については、各校

で決められている方法とする。 

・他校にて活動する際には、徒歩、自転車、保護者送迎、公共交通機関を利用して移動する。 

自転車で移動する場合は、必ずヘルメットを着用し、交通ルールを守る。また、他学区に移動

する際には、安全面を考慮し、できる限り複数名で移動する。 

・保護者による送迎で拠点校に移動する場合、別紙による拠点校から出されている送迎の案内を

配付し周知する。 

 


